
＝ 老朽化消火器の処分方法について ＝ 

 

消火器は、火災時の初期消火において非常に有効なものですが、過去に松山市内

の飲食店で、厨房に置いていた消火器の底が腐食で破裂し、ケガをした事故が発生

しています。 

  消火器の使用期限は概ね８年から１０年（住宅用消火器は概ね５年）です。 

ご自宅にある消火器の使用期限をご確認いただき、古い消火器は、以下の要領で

適正に処分するようにしましょう。 

 

＜処分方法＞ 

平成２１年以前に製造された消火器を処分する場合は、「既販品用消火器リサイ

クルシール」を指定引取場所または特定窓口で購入し、消火器に貼り付けた後、回

収する流れとなっています。 

費用は、指定引取場所に自ら持ち込んだ場合はシール代（５００円）のみとなり

ますが、特定窓口は、シール代のほか、集積場所への運搬料や保管料が別途必要と

なります。 

このことから、お近くの特定窓口で処分（リサイクル）する際は、複数の業者に

電話連絡し、金額などについて確認するようにしてください。 

なお、老朽が著しい消火器については、搬送中の破裂事故にもつながりますので、

業者に出張引取を依頼するようにしてください。 

 

老朽化消火器 

 

指定引取場所 ←（シールを添付）→ 特定窓口 

 

リサイクル施設 

※ 平成２２年１月以降に製造された消火器は、リサイクルシール付で販売されて

います。 

 

１ 指定引取場所（自分で持ち込んだ場合は、1 本あたり 500 円のシール代） 

事業所名 住 所 電話番号 

モリタ宮田工業㈱松山営業課 朝生田町七丁目2番24号 941－5964 

ヤマトプロテック㈱四国支店 大橋町202番地 963－5850 

 

 

シール代と運搬・保管料が必要 シール代のみ 



２ 特定窓口（それぞれ値段が異なります。お近くの業者（数社）に電話で金額を確認してから処理しましょう。） 

事業所名 住 所 電話番号 

太平ビルサービス㈱松山支店 三番町四丁目9番6号 932－3434 

㈱トーヨー防災 空港通一丁目11番20号 968－9991 

小川ポンプ工業㈱愛媛支社 余戸中六丁目9番52号 972－2392 

愛媛綜合警備保障㈱ 空港通二丁目6番27号 971－5254 

㈱新日本ライフテック 空港通二丁目18番32号 908－5766 

サンフォーテック㈱ 土居田町389-1 907－2766 

㈱ヤマダ 南江戸一丁目2番26号 947－2295 

㈱岩本商会 大手町1-10-1 947－2111 

愛媛防災㈱ 萱町5-4-9 924－3325 

㈱日本消防機具センター 萱町六丁目65番地3 994－8163 

大一ガス㈱ 萱町一丁目3番地12 941－7938 

東洋防災工業㈱松山営業所 萱町6-30-8 924－2718 

愛媛ビルメン㈱ 平井町1752番地1 970－2980 

㈱ハツタテクノ松山ワークステーション 西石井一丁目7番43号 961－1293 

㈱あなぶきクリーンサービス松山店 竹原4丁目1-19 942－2211 

㈱四国消防 朝生田町一丁目7番21号 934－4800 

アカマツ㈱ 福音寺町235-1 975－1234 

山一防災 白水台三丁目8番地4 926－6215 

関西ホーチキエンジニアリング㈱愛媛営業所 安城寺町276番地1 925－6141 

上田消防建設㈱松山店 安城寺町156番地 924－3822 

ニッタン株式会社四国松山支社 来住町1335番地1 970－3200 

㈱岩本商会倉庫 姫原3-5-16 924－4015 

日新産業㈱ 山越五丁目15番1号 925－2700 

㈲ベルシステム（保管場所） 朝日ヶ丘二丁目6-25 925－1112 

大一ガス㈱高岡事業所 高岡町148番地 972－0410 

㈱音次商会 西垣生町815-2 972－2558 

渡邉商事㈱ 住吉二丁目9-24 951－0044 

㈱ホクト 馬木町816-1 978－3521 

㈱グリーンクロス松山営業所 勝岡町38番地 989－5071 

四国ノーミ㈱松山営業所 山越二丁目10番22号 995－8110 

㈱テクニカル 来住町1482番地1 958－7100 

JAえひめエネルギー㈱ 西垣生町1800番地7 989－2678 

※ ㈱消火器リサイクル推進センターＨＰデータ（令和元年 9 月 20日付）による 

担当 松山市消防局 予防課 
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